
議案第５９号  

 

   秦野市市税条例の一部を改正することについて 

 

 秦野市市税条例の一部を別紙のとおり改正するものとする。 

 

  令和２年１１月２６日提出 

 

秦野市長 高 橋 昌 和  

 

 

提案理由 

 地方税法の一部改正により、次のとおり改正するものであります。 

 (1) 土地又は家屋について、登記簿上の所有者等が死亡している場合におけ

る現所有者に対し、住所、氏名等を申告させることとすること。 

 (2) 固定資産税の課税標準について 

  ア 大気汚染防止法に規定する指定物質の排出又は飛散の抑制に役立つ施

設に係る特例措置が廃止されたことに伴い、その特例率を削除すること。 

  イ 特定再生可能エネルギー発電設備に係る特例措置が見直されたことに

伴い、その特例率を引き上げること。 

  ウ 償却資産に係る特例措置の対象が追加されたことに伴い、その特例率

を定めること。 

 (3) 個人市民税について、権利を放棄した入場料金等払戻請求権を寄附金税

額控除の特例の対象とすること。 

 (4) 移動が生じた引用条項を改めるとともに、字句等を整理すること。 
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秦野市条例第  号  

 

   秦野市市税条例の一部を改正する条例 

 

 秦野市市税条例（平成元年秦野市条例第２号）の一部を次のように改正する。 

 第２６条の２の見出し及び同条第１項中「法第３４９条の３第２８項」を

「法第３４９条の３第２７項」に改め、同条第２項中「法第３４９条の３第 

２９項」を「法第３４９条の３第２８項」に改め、同条第３項中「法第３４９

条の３第３０項」を「法第３４９条の３第２９項」に改める。 

 第２７条の２の次に次の１条を加える。 

 （現所有者の申告） 

第２７条の３ 現所有者（法第３８４条の３に規定する現所有者をいう。以下

この条において同じ。）は、現所有者であることを知った日の翌日から３か

月を経過した日までに次に掲げる事項を記載した申告書を市長に提出しなけ

ればならない。 

 (1) 土地又は家屋の現所有者の住所、氏名又は名称、次号に規定する個人と

の関係及び個人番号又は法人番号（個人番号又は法人番号を有しない者に

あっては、住所、氏名又は名称及び次号に規定する個人との関係） 

 (2) 土地又は家屋の所有者として登記簿又は土地補充課税台帳若しくは家屋

補充課税台帳に登記又は登録がされている個人が死亡している場合におけ

るその個人の住所及び氏名 

 (3) 土地にあっては、その所在及び地番 

 (4) 家屋にあっては、その所在及び家屋番号 

 (5) その他市長が固定資産税の賦課徴収について必要と認める事項 

 第４９条第１項第３号中「第２７条」の次に「、第２７条の３」を加える。 

 附則第１６項の見出し及び同項中「平成３２年度」を「令和２年度」に改め

る。 

 附則第２３項を削る。 

 附則第２４項中「法附則第１５条第２項第６号」を「法附則第１５条第２項

第５号」に改め、同項を附則第２３項とする。 

 附則第２５項中「法附則第１５条第３３項」を「法附則第１５条第３０項」

に改め、同項を附則第２４項とする。 

 附則第２６項中「法附則第１５条第３３項」を「法附則第１５条第３０項」
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に改め、同項を附則第２５項とする。 

 附則第２７項を削る。 

 附則第２８項中「法附則第１５条第３３項第１号ニ」を「法附則第１５条第

３０項第１号ハ」に改め、同項を附則第２６項とする。 

 附則第２９項中「法附則第１５条第３３項第１号ホ」を「法附則第１５条第

３０項第１号ニ」に改め、同項を附則第２７項とする。 

 附則第３０項中「法附則第１５条第３３項」を「法附則第１５条第３０項」

に改め、同項を附則第２８項とする。 

 附則第３１項中「法附則第１５条第３３項」を「法附則第１５条第３０項」

に改め、同項を附則第２９項とし、同項の次に次の１項を加える。 

３０ 法附則第１５条第３０項第２号ハの条例で定める割合は、４分の３とす

る。 

 附則第３２項中「法附則第１５条第３３項」を「法附則第１５条第３０項」

に改め、同項を附則第３１項とする。 

 附則第３３項中「法附則第１５条第３３項」を「法附則第１５条第３０項」

に改め、同項を附則第３２項とする。 

 附則第３４項中「法附則第１５条第３３項」を「法附則第１５条第３０項」

に改め、同項を附則第３３項とする。 

 附則第３５項中「法附則第１５条第３８項」を「法附則第１５条第３４項」

に改め、同項を附則第３４項とする。 

 附則第３６項中「法附則第１５条第４４項」を「法附則第１５条第３８項」

に改め、同項を附則第３５項とする。 

 附則第３７項中「法附則第１５条第４５項」を「法附則第１５条第３９項」

に改め、同項を附則第３６項とする。 

 附則第３８項中「法附則第１５条第４７項」を「法附則第１５条第４１項」

に改め、同項を附則第３７項とする。 

 附則第３９項を附則第３８項とし、同項の次に次の１項を加える。 

３９ 法附則第６４条の条例で定める割合は、零とする。 

 附則第４０項の見出し及び同項中「平成３５年度」を「令和５年度」に改め

る。 

 附則に次の１項を加える。 

 （寄附金税額控除の特例の対象となる入場料金等払戻請求権の放棄） 

５２ 法附則第６０条第３項の規定により条例で定める住民の福祉の増進に寄
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与する入場料金等払戻請求権の放棄は、新型コロナウイルス感染症等の影響

に対応するための国税関係法律の臨時特例に関する法律（令和２年法律第 

２５号）第５条第４項に規定する指定行事の同条第１項に規定する中止等に

より生じた同項に規定する入場料金等払戻請求権の全部又は一部の放棄の全

てとする。 

 

   附 則 

 この条例は、令和３年１月 1 日から施行する。 
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議案第５９号資料 

 

秦野市市税条例の一部を改正することについて 

 

１ 固定資産を現に所有している者（相続人等）の申告の制度化 

（1） 改正の概要 

所有者不明土地等に係る固定資産税の課税上の課題に対応するため、

登記簿上の所有者が死亡し、相続登記がされるまでの間における現所有

者（相続人等）に対し、現所有者であることを知った日の翌日から３か

月を経過した日までに、住所・氏名等の必要な事項を申告させるため、

改正するものです。 

 

【相続登記がされている場合】     【相続登記がされていない場合】 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2) 改正内容 

 ア 申告の制度化（第２７条の３） 

    現に所有している者に住所・氏名等を記載した申告書を市長へ提出さ

せることができるよう定めるもの 

  イ 不申告に関する過料（第４９条） 

    現に所有している者が正当な理由がなく申告しなかった場合において、

１０万円以下の過料を設けるもの 

 

 

相続人 

課税台帳の 

所有者情報を更新 

相続登記 

通
知 

登記所 

市 

課税 

相続人 

戸籍等の情報を 

 取得し・調査し、 

相続人を特定 

相続登記 

通
知 

 

登記所 

市 

現所有者 

の申告 
× 

× 

【現状】 

申告義務なし 

【改正後】 

 条例により申

告の義務化 

課税台帳の 

所有者情報を更新 

① 

② 
③ 
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２ 固定資産税の地域決定型地方税特例措置（わがまち特例）の改正 

固定資産税の課税標準の特例割合を定めるわがまち特例について、次のと 

おり改正するものです。 

※ わがまち特例とは、国が一律に定めていた特例割合を法律の定める範

囲内において、地方自治体が自主的に判断し条例で決定する仕組みのこ

と。 

(1) 大気汚染防止法の指定物質排出抑制施設に係る特例の廃止（改正前附

則第２３項） 

大気汚染防止法に規定する指定物質の排出又は飛散の抑制に資する施設

に係る特例率２分の１とする特例を廃止するものです。 

(2) 特定再生可能エネルギー発電設備に係る特例の縮減（改正前附則第２７ 

項・改正後附則第３０項） 

ア 改正の概要 

特定再生可能エネルギー発電設備に係る 5,000kw 以上の水力発電設備

の特例が見直されたことに伴い、その特例率を定めるものです。 

イ 対象設備及び特例率 

対象設備 
現 行 改正後 

区分 特例率 参酌基準 区分 特例率 参酌基準 

水力 

発電設備 

5,000kw 

以上 
２／３ 

2/3 を参酌

し 1/2 か

ら 5/6 の

範囲内 

5,000kw 

以上 
３／４ 

3/4 を参酌

し 7/12 か

ら 11/12

の範囲内 

ウ 取得期間 

令和２年４月１日から令和４年３月３１日まで 

エ 適用期限 

令和３年度課税分以後、新たに固定資産税が課税されることとなっ

た年度から３年度分 

(3) 償却資産に係る特例の拡充（附則第３９項） 

ア 改正の概要 

生産性革命の実現に向けた償却資産に係る特例について、新型コロ

ナウイルス感染症の影響を受けながらも新規に設備投資を行う中小事

業者等を支援する観点から、製造業だけでなくサービス業やテレワー

クサテライトオフィス、ローカル５Ｇを利用した通信設備などの事業

用家屋と構築物が追加されたため、その特例率を「零」とするもので

す。 
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イ 対象資産及び特例率 

区  分 現  行 改正後 

対象資産 機械及び装置、器具及び備品、

工具、建物付属設備 

※先端設備等導入計画に基づき

取得した設備 

事業用家屋、構築物を追加 

特例率 零 零 

要  件 旧モデル比で生産性（単位時間

当たりの生産量、精度、エネル

ギー効率等）年平均 1％以上向

上する一定のもの 

・事業用家屋 取得価額の合計

額が 300 万円以上の先端設備

等とともに導入され、取得価

額が 120 万円以上のもの 

・構築物 旧モデル比で生産性

が年平均 1％以上向上する一

定のもので販売開始時期が 14

年以内、一台又は一基の取得

価額が 120 万円以上のもの 

取得期間 平成 30 年 6 月 6 日から 

 令和 3 年 3 月 31 日まで 

令和 2 年 4 月 30 日から 

 令和 3 年 3 月 31 日まで 

ウ 適用期限 

令和３年度課税分以後、新たに固定資産税が課税されることとなった

年度から３年度分 

 

３ 指定行事の中止等により生じた入場料金等払戻請求権を放棄した場合の

寄附金税額控除の特例（附則第５２項） 

（1） 改正の概要 

   政府の自粛要請等を踏まえて文化芸術・スポーツイベントを中止した主

催者に対し、チケット等を購入した個人が所得税の寄附金控除の対象とな

る入場料金等払戻請求権の放棄をした場合に、個人市民税においても寄附

金税額控除の対象とするため、改正するものです。 

（2） 対象行事 

   令和２年２月１日から令和３年１月３１日までに開催された又は開催す

る予定であった行事のうち、文部科学大臣が指定したもの 

（3） 対象期間 

   令和２年２月１日から令和３年１２月３１日まで 
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４ その他 

移動が生じた引用条項を改めるとともに、字句等を整理すること。 

 

５ 施行日 

  令和３年１月１日 
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議案第５９号 秦野市市税条例の一部を改正する条例案新旧対照表 

網掛け部分以外は、字句の整理によるものです。 

新 旧 

 （法第３４９条の３第２７項等の条例で定める割合）  （法第３４９条の３第２８項等の条例で定める割合） 

第２６条の２ 法第３４９条の３第２７項の条例で定める割合

は、３分の１とする。 

第２６条の２ 法第３４９条の３第２８項の条例で定める割合

は、３分の１とする。 

２ 法第３４９条の３第２８項の条例で定める割合は、３分の１

とする。 

２ 法第３４９条の３第２９項の条例で定める割合は、３分の１

とする。 

３ 法第３４９条の３第２９項の条例で定める割合は、３分の１

とする。 

３ 法第３４９条の３第３０項の条例で定める割合は、３分の１

とする。 

 （現所有者の申告）  

第２７条の３ 現所有者（法第３８４条の３に規定する現所有者

をいう。以下この条において同じ。）は、現所有者であること

を知った日の翌日から３か月を経過した日までに次に掲げる事

項を記載した申告書を市長に提出しなければならない。 

 

 (1) 土地又は家屋の現所有者の住所、氏名又は名称、次号に規

定する個人との関係及び個人番号又は法人番号（個人番号又

は法人番号を有しない者にあっては、住所、氏名又は名称及

び次号に規定する個人との関係） 

 

 (2) 土地又は家屋の所有者として登記簿又は土地補充課税台帳

若しくは家屋補充課税台帳に登記又は登録がされている個人

が死亡している場合におけるその個人の住所及び氏名 
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 (3) 土地にあっては、その所在及び地番  

 (4) 家屋にあっては、その所在及び家屋番号  

 (5) その他市長が固定資産税の賦課徴収について必要と認める

事項 

 

第４９条 次の各号のいずれかに該当する者は、１００，０００

円以下の過料を科する。 

第４９条 次の各号のいずれかに該当する者は、１００，０００

円以下の過料を科する。 

 (1)・(2) （略）  (1)・(2) （略） 

 (3) 第１６条第２項若しくは第３項、第２７条、第２７条の

３、第３３条又は法第３８３条、第４５４条、第４７３条第

１項若しくは第２項若しくは第５９９条第１項の規定により

申告又は報告をすべき事項について、正当な理由がなくて申

告又は報告をしなかった者 

 (3) 第１６条第２項若しくは第３項、第２７条、第３３条又は

法第３８３条、第４５４条、第４７３条第１項若しくは第２

項若しくは第５９９条第１項の規定により申告又は報告をす

べき事項について、正当な理由がなくて申告又は報告をしな

かった者 

２ （略） ２ （略） 

   附 則    附 則 

１－１５ （略） １－１５ （略） 

 （平成３０年度から令和２年度までの各年度分の用途変更宅地

等及び類似用途変更宅地等に対して課する固定資産税及び都市

計画税に関する経過措置） 

 （平成３０年度から平成３２年度までの各年度分の用途変更宅

地等及び類似用途変更宅地等に対して課する固定資産税及び都

市計画税に関する経過措置） 

１６ 地方税法等の一部を改正する法律（平成３０年法律第３

号）附則第２２条の規定により平成３０年度から令和２年度ま

での各年度分の固定資産税及び都市計画税については、法附則

第１８条の３（法附則第２１条の２第２項において準用する場

１６ 地方税法等の一部を改正する法律（平成３０年法律第３

号）附則第２２条の規定により平成３０年度から平成３２年度

までの各年度分の固定資産税及び都市計画税については、法附

則第１８条の３（法附則第２１条の２第２項において準用する
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合を含む。）及び法附則第２５条の３（法附則第２７条の４の

２第２項において準用する場合を含む。）の規定を適用しな

い。 

場合を含む。）及び法附則第２５条の３（法附則第２７条の４

の２第２項において準用する場合を含む。）の規定を適用しな

い。 

１７－２２ （略） １７－２２ （略） 

 ２３ 法附則第１５条第２項第２号の条例で定める割合は、２分

の１とする。 

２３ 法附則第１５条第２項第５号の条例で定める割合は、４分

の３とする。 

２４ 法附則第１５条第２項第６号の条例で定める割合は、４分

の３とする。 

２４ 法附則第１５条第３０項第１号イの条例で定める割合は、

３分の２とする。 

２５ 法附則第１５条第３３項第１号イの条例で定める割合は、

３分の２とする。 

２５ 法附則第１５条第３０項第１号ロの条例で定める割合は、

３分の２とする。 

２６ 法附則第１５条第３３項第１号ロの条例で定める割合は、

３分の２とする。 

 ２７ 法附則第１５条第３３項第１号ハの条例で定める割合は、

３分の２とする。 

２６ 法附則第１５条第３０項第１号ハの条例で定める割合は、

３分の２とする。 

２８ 法附則第１５条第３３項第１号ニの条例で定める割合は、

３分の２とする。 

２７ 法附則第１５条第３０項第１号ニの条例で定める割合は、

３分の２とする。 

２９ 法附則第１５条第３３項第１号ホの条例で定める割合は、

３分の２とする。 

２８ 法附則第１５条第３０項第２号イの条例で定める割合は、

４分の３とする。 

３０ 法附則第１５条第３３項第２号イの条例で定める割合は、

４分の３とする。 

２９ 法附則第１５条第３０項第２号ロの条例で定める割合は、

４分の３とする。 

３１ 法附則第１５条第３３項第２号ロの条例で定める割合は、

４分の３とする。 
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３０ 法附則第１５条第３０項第２号ハの条例で定める割合は、

４分の３とする。 

 

３１ 法附則第１５条第３０項第３号イの条例で定める割合は、

２分の１とする。 

３２ 法附則第１５条第３３項第３号イの条例で定める割合は、

２分の１とする。 

３２ 法附則第１５条第３０項第３号ロの条例で定める割合は、

２分の１とする。 

３３ 法附則第１５条第３３項第３号ロの条例で定める割合は、

２分の１とする。 

３３ 法附則第１５条第３０項第３号ハの条例で定める割合は、

２分の 1 とする。 

３４ 法附則第１５条第３３項第３号ハの条例で定める割合は、

２分の 1 とする。 

３４ 法附則第１５条第３４項の条例で定める割合は、３分の２

とする。 

３５ 法附則第１５条第３８項の条例で定める割合は、３分の２

とする。 

３５ 法附則第１５条第３８項の条例で定める割合は、３分の１

とする。 

３６ 法附則第１５条第４４項の条例で定める割合は、３分の１

とする。 

３６ 法附則第１５条第３９項の条例で定める割合は、３分の２

とする。 

３７ 法附則第１５条第４５項の条例で定める割合は、３分の２

とする。 

３７ 法附則第１５条第４１項の条例で定める割合は、零とす

る。 

３８ 法附則第１５条第４７項の条例で定める割合は、零とす

る。 

３８ （略） ３９ （略） 

３９ 法附則第６４条の条例で定める割合は、零とする。  

 （平成２６年度から令和５年度までの各年度分の個人市民税の

均等割の税率に関する特例） 

 （平成２６年度から平成３５年度までの各年度分の個人市民税

の均等割の税率に関する特例） 

４０ 東日本大震災からの復興に関し地方公共団体が実施する防

災のための施策に必要な財源の確保に係る地方税の臨時特例に

４０ 東日本大震災からの復興に関し地方公共団体が実施する防

災のための施策に必要な財源の確保に係る地方税の臨時特例に
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関する法律（平成２３年法律第１１８号）第２条第２項の規定

により平成２６年度から令和５年度までの各年度分の個人市民

税の均等割に限り、第１１条の規定にかかわらず、同条に規定

する額に５００円を加算した額とする。 

関する法律（平成２３年法律第１１８号）第２条第２項の規定

により平成２６年度から平成３５年度までの各年度分の個人市

民税の均等割に限り、第１１条の規定にかかわらず、同条に規

定する額に５００円を加算した額とする。 

４１－５１ （略） ４１－５１ （略） 

 （寄附金税額控除の特例の対象となる入場料金等払戻請求権の

放棄） 

 

５２ 法附則第６０条第３項の規定により条例で定める住民の福

祉の増進に寄与する入場料金等払戻請求権の放棄は、新型コロ

ナウイルス感染症等の影響に対応するための国税関係法律の臨

時特例に関する法律（令和２年法律第２５号）第５条第４項に

規定する指定行事の同条第１項に規定する中止等により生じた

同項に規定する入場料金等払戻請求権の全部又は一部の放棄の

全てとする。 

 

  

  

   附 則  

 この条例は、令和３年１月１日から施行する。  
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